
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６６号 

長与町行政不服審査会条例 

令和４年１２月６日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 長与町行政不服審査会を長与町行政不服審査会及び長与町情報公開・個人情報

保護審査会の二つの機関に改組するに当たり、長与町行政不服審査会条例（平成

２８年条例第４号）を廃止し、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規

定により設置される行政不服審査会の運営に関する事項を規定し、併せて所要の

規定を整理するもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町行政不服審査会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年条例第６８号）第８１条第４項の規定に

基づき、同条第１項の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （名称） 

第２条 前条の機関の名称は、長与町行政不服審査会（以下「審査会」という。）とする。 

 （組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法

律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務

を行うものとする。 

５ 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務

上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免す

ることができる。 

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

 （会長） 

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議及び決議

に参加することができない。 

５ 審査会の会議は、非公開とする。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第８条 第４条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万



円以下の罰金に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （旧条例の廃止） 

第２条 長与町行政不服審査会条例（平成２８年条例第４号。以下「旧条例」という。）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に旧条例第１条第１項に規定する長与町行政不服審査会

（以下「旧審査会」という。）の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）に、第４条第１項の規定による委嘱を受けたものとみなす。 

２ 町長は、施行日前においても、第４条第１項の規定の例により、審査会の委員の委嘱を

することができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の

規定による委嘱を受けたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審

査会の委員であった者に係る旧条例第４条の規定による職務上知ることができた秘密を

漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

４ 次の各号に掲げる規定により、施行日前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の

際当該諮問に対する答申がされていないものは、それぞれ当該各号に定める機関にされ

た諮問とみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。 

 (1) 行政不服審査法第４３条第１項 審査会 

 (2) 長与町情報公開条例（平成１３年条例第１７号）第１６条第１項及び長与町個人情

報保護法施行条例（令和４年条例第  号）附則第２条の規定による廃止前の長与町個

人情報保護条例（平成１７年条例第６号）第３２条第１項 長与町情報公開・個人情報

保護審査会条例（令和４年条例第  号）第２条に規定する長与町情報公開・個人情報

保護審査会 

５ この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、な

お従前の例による。 

６ 第３項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした

者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 


